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報道関係者 各位 
  

令和６年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値) 

～ 死傷者数は、過去 10 年間で最多！！ ～ 

 

 このたび、熊本労働局（局長 金成 真一）では、熊本県内の「令和６年の職場にお

ける熱中症による死傷災害の発生状況（確定値）」を取りまとめましたので、公表します。 

 

〇「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」の概要＜詳細は別添１参照＞ 

・  熊本県内における職場での熱中症による死傷者（死亡・休業４日以上）は、25 人
（前年比 11 人・78.5％増）であり、過去 10 年間で最多となった。 

なお、死亡者数は０人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「業種別」にみると、『その他の事業』が９人と最も多いが、その中で『警備業』が

７人となっており、次いで『製造業』で８人となっている。 

・ 「月別」にみると、８月が 12 人と最も多く、次いで７月で９人となっている。 

・ 「時間帯別」にみると、これまでの傾向とは異なり、９時台以前で４人、10 時台か

ら 16 時台までの間でまんべんなく発生しており、さらに 18 時台以降の夜間の時間帯

でも３人となっている。 

・ 「年齢別」にみると、50 歳代が８人と最も多く、次いで 60 歳代の５人、20 歳代か

ら 40 歳代の各階層で４人となっている。 

【照会先】 

熊本労働局労働基準部健康安全課 

課        長  吉川 祐基 

健康安全主任  山本 新大 

（電話）０９６－３５５－３１８６ 

Press Release 

熊本労働局発表 

（局長 金成真一） 

令和７年５月 15 日 
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〇熊本労働局の今後の取組み 

※ 全国安全週間前の「熊本労働局長パトロール」におきましても、熱中症対策の実施状況を  

確認することとしています。当局長パトロールは６月 27 日（金）実施予定です。別途プレス

リリースします。 

 

☆ 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」 

厚生労働省では、熱中症予防対策の徹底を図ることを目的として、５月から９月まで、

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しています。その中でも熱中症の 

発生が多くなり始める７月を重点取組期間としています（別添２参照）。 

このキャンペーン期間前及び期間中、 

・ 熊本労働局では、熊本県内の労働災害防止団体・事業者団体（（一社）熊本県警備業

協会ほか 45 団体）や全ての自治体に対して周知協力を依頼しました（別添３－１、３

－２参照）。また５月 26 日から６月 25 日にかけて、熊本市内の繫華街の大型ビジョン

広告（COCOSAvision および篭町通の LaLaLaTelevision）を活用した周知広報を実施します

(別添４参照)。 

・ 管内の労働基準監督署（熊本、八代、玉名、人吉、天草、菊池）では、事業場に対し、

「熱中症対策に関する説明会」を実施します。詳細は別添５をご覧ください。 

本説明会は取材可能ですので、是非取材にお越しいただきますと幸いです。 

 

☆ 熱中症対策の義務化（労働安全衛生規則の改正 令和７年６月１日施行） 

熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、その状況に応じ迅速かつ適切に対処する

ことにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周

知」を事業者に義務付けるとした改正労働安全衛生規則が、令和７年６月１日から施行

されます（別添６参照）。 

このため、熊本労働局・労働基準監督署では、クールワークキャンペーンと併せて  

この改正内容についても広く周知を図っていきます。 

 

（参考） 

労働安全衛生規則第６２条の２（新設） 

第１項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行う 

ときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する

者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさ

せる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。 

第２項 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行う

ときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は

処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に

関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知さ

せなければならない。 

 



別添１ 

令和6年職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値、熊本県) 

 

 

１ 職場における熱中症による死傷者数の状況（2015～2024 年） 

  職場での熱中症による死亡者及び休業４日以上の業務上疾病者の数（以下

合わせて「死傷者数」という。）は、令和６年（2024 年）に 25 人となった。

なお、死亡災害は発生していない。 

 

職場における熱中症による死傷者数の推移（2014 年～2024 年）   （人） 

2015 

年 

2016 

年 

2017 

年 

2018 

年 

2019 

年 

2020 

年 

2021 

年 

2022 

年 

2023 

年 

2024 

年 

７ 

（１） 

21 

（０） 

18 

（０） 

20 

（０） 

16 

（０） 

23 

（０） 

13 

（０） 

９ 

（０） 

14 

（０） 

25 

（０） 

※ （ ）内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数である。 
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２ 業種別発生状況（2024 年） 

  2024 年の業種別の熱中症の死傷者数をみると、製造業、次いで建設業、運

送業、清掃・と畜業で多く発生していた。 

 

熱中症による死傷者数の業種別の状況（2024 年）   （人） 

業種 製造業 建設業 運送業 商業 
保健衛

生業 

清掃・

と畜業 

その他

の事業 
計 

2024

年 

８ 

（０） 

２ 

（０） 

２ 

（０） 

１ 

（０） 

１ 

（０） 

２ 

（０） 

９ 

（０） 

25

（０） 

      ※（ ）内の数値は死亡者数で内数である。 

      ※その他の事業は９人のうち７人が警備業である。 
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３ 月・時間帯別発生状況（2024 年） 

（１）月別発生状況 

   2024 年の月別の熱中症の死傷者数をみると、全体の 84％が７月又は８月

に発生していた。 

 

熱中症による死傷者数の月別の状況（2024 年）   （人） 

 
４月 

以前 
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

10 月 

以降 
計 

2024 年 
１ 

（０） 

０ 

（０） 

１ 

（０） 

９ 

（０） 

12 

（０） 

２ 

（０） 

０ 

（０） 

25 

（０） 

※ ４月以前は１月から４月まで、10 月以降は 10 月から 12 月までを指す。 

※ （ ）内の数値は死亡者数で内数である。 
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（２）時間帯別発生状況（2024 年） 

   2024 年の時間帯別の熱中症の死傷者数をみると、これまでの傾向とは異

なり概ね全時間帯まんべんなく発生しており、深夜時間帯の発生も認めら

れた。 

 

熱中症による死傷者数の時間帯別の状況（2024 年）   （人） 

 

９ 

時 

台 

以 

前 

10 

時 

台 

11 

時 

台 

12 

時 

台 

13 

時 

台 

14 

時 

台 

15 

時 

台 

16 

時 

台 

17 

時 

台 

18 

時 

台 

以 

降 

計 

2024

年 

４ 

（０） 

２ 

（０） 

３ 

（０） 

３ 

（０） 

２ 

（０） 

３ 

（０） 

２ 

（０） 

３ 

（０） 

０ 

（０） 

３ 

（０） 

25 

（０） 

※ ９時台以前は０時台から９時台まで、18 時台以降は 18 時台から 23 時台までを指す。 

※ （ ）内の数値は死亡者数で内数である。 
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４ 年齢別発生状況（2024 年） 

    2024 年の年齢別の熱中症の死傷者数をみると、50 歳代が最も多く、次いで

60 歳以上が多くなっていた。また、全体の半数が 50 歳以上となっていた。 

 

熱中症による死傷者数の年齢別の状況（2023 年）   （人） 

 
19 歳 

以下 

20～ 

29 歳 

30～ 

39 歳 

40～ 

49 歳 

50～ 

59 歳 

60 歳 

以上 
計 

2024 

年 

０ 

（０） 

４ 

（０） 

４ 

（０） 

４ 

（０） 

８ 

（０） 

５ 

（０） 

25 

（０） 

※ （ ）内の数値は死亡者数で内数である。 
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別添３―１ 

 

熊労発基 0306 第４号 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

 

 

【別記】関係団体の長 殿 

 

熊 本 労 働 局 長    

 （ 公 印 省 略 ）    

 

 

令和７年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について 

 

 

日頃から、労働基準行政の推進について、格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

さて、職場の熱中症予防対策については、平成 29 年から「STOP！熱中症 クール

ワークキャンペーン」において、労働災害防止団体等と連携して熱中症予防対策に取

り組んでいるところですが、昨年１年間の職場における熱中症の発生状況（１月７日

現在の速報値。別紙参照）を見ると、全国での死亡を含む休業４日以上の死傷者数は

1,195 人、うち死亡者数は 30 人となっています。業種別にみると、死傷者数のうち建

設業 216 件、製造業 227 件となっており、全体の約４割が建設業と製造業で発生して

います。また、死亡者数は、建設業が最も多く、製造業及び運送業が同数で続き、多

くの事例で暑さ指数（WBGT）を把握せず、熱中症の発症時・緊急時の措置の確認・周

知の実施を確認できませんでした。また、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響

を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している事例も見られ、医師等の意見を踏まえ

た配慮がなされていなかった事例もありました。 

つきましては、本年も熱中症予防対策の徹底を図るため、別添の令和７年「STOP！

熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱のとおり実施することとなりましたの

で、貴団体におかれましても、キャンペーンの趣旨を踏まえ、会員事業場等に周知を

図っていただきますとともに、各事業場において確実な取組が行われますよう、特段

の御配慮をお願いいたします。 

なお、厚生労働省では、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載してい

るポータルサイトを引き続き運営する予定にしていますので、是非ご活用ください。 

 

 

  

担当 

 熊本労働局 健康安全課 

 地方労働衛生専門官 西橋 

      096-355-3186 

（写） 



 
【別記】（46 団体） 

 

(一社)熊本県労働基準協会 

建設業労働災害防止協会熊本県支部 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会熊本県支部 

林業・木材製造業労働災害防止協会熊本県支部 

(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会熊本支部 

(一社)熊本県警備業協会 

(一社)日本ボイラ協会熊本支部 

(公社)建設荷役車両安全技術協会熊本県支部 

(独)労働者健康安全機構熊本産業保健総合支援センター 

(公社)日本作業環境測定協会九州支部熊本分会 

熊本県経営者協会 

熊本県中小企業団体中央会 

熊本県商工会議所連合会 

熊本県商工会連合会 

日本労働組合総連合会熊本県連合会 

熊本県社会保険労務士会 

(公社)熊本県医師会 

(公社)熊本県トラック協会 

熊本県クリーニング生活衛生同業組合 

(一社)熊本県ビルメンテナンス協会 

(一社)熊本県建設業協会 

(一社)熊本県建築協会 

(一社)熊本県鳶土工業連合会 

熊本県塗装防水仕上業協同組合 

(一社)日本アスベスト調査診断協会九州ブロック 

熊本県左官協同組合 

全国造船安全衛生対策推進本部九州・山口総支部熊本支部 

(一社)熊本県解体工事業協会 

熊友会型枠協同組合 

熊本県鉄筋工事業協同組合 

(一社)熊本県産業資源循環協会 

熊本県砕石業協同組合 

熊本県建設産業団体連合会 

(一社)熊本県造園建設業協会 

(一財)熊本県建築住宅センター 

(一社)熊本県防水工事業協会 

(一社)熊本県ＬＰガス協会 

熊本県電気工事業工業組合 

熊本県板金工業組合 

熊本県管工事業組合連合会 

(公社)熊本県建築士会 

(一社)熊本県法面保護協会 

熊本県森林組合連合会 

(一社)日本造園組合連合会熊本県支部 

(公社)熊本県シルバー人材センター連合会 

熊本県生コンクリート工業組合 



 

熊労発基 0423 第 1 号 

令和７年４月 23 日 

   各  位  

 

 

熊 本 労 働 局 長 

 

 

 

職場における熱中症対策の強化による省令改正、 

「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」にかかる周知広報について（依頼） 

 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、県内において熱中症により休業４日以上の労働災害に被災した労働者数は、昨年 25 人

で、一昨年に比べ 11 人増加となりました。 

県内では熱中症による死亡労働災害は平成 27 年以降発生していませんが、全国では３年連続

30 人程度の方が亡くなり、そのほとんどの原因が初期症状の放置・対応の遅れとなっています。  

このような状況を受けまして、熱中症のおそれがある労働者を早期発見し、その状況に応じ、

迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作

成」、「関係者への周知」を事業者に義務付けるとした改正労働安全衛生規則が令和７年６月１

日に施行されます（別添１参照）。 

さらに、本年度も職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携

し、５月から９月まで、別添２のリーフレットのとおり「STOP！熱中症 クールワークキャンペ

ーン」を実施します。このキャンペーンは、４月を準備期間、５月から９月までをキャンペーン

期間としまして、特にキャンペーン期間である７月を重点取組期間と定めています。 

つきましては規則改正、本キャンペーンの周知のため、下記事項につきまして、特段のご配慮

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

貴自治体の機関誌、広報誌又はホームページ等に、別添のリーフレットを参照の上、広報をお

願いいたします。また、報道機関、報道番組等に広報枠をお持ちの場合は、これらの広報につい

てもご協力をあわせてお願いいたします。 

なお、掲載等いただきました際には、お手数ですが、当該掲載物又は該当部分の写し等を当局

健康安全課までお送りいただきますよう重ねてお願いいたします。 

 

【問合せ先】 

 熊本労働局労働基準部健康安全課（TEL096－355－3186） 

〒860-8514 熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎Ａ棟 9 階 

別添３―２ 

（写） 



からのお知らせ
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職場の熱中症対策が義務化されます
令和７年６月～

報告体制整備 手順作成 関係者への周知



STOP!熱中症
クールワークキャンペーン実施中

職場の熱中症予防に取り組みましょう
〈５月～９月〉



くわしくは
熊本労働局ホームページ
をご確認ください



 別添５ 
 

県内の各労働基準監督署において、下記日程にて熱中症対策の説明会を行う予定にして
います。 

県内の労使をはじめ広く県民の皆様に熱中症対策の重要性等を認識していただく機会と
するため、是非取材にお越しいただき、法改正及びクールワークキャンペーンの趣旨等を
報道していただきますと幸いです。 
 

記 
 

 
 
注）上記「熱中症対策の説明会」に関する問い合わせについては、「熊本労働局健康安全課

（℡︓096-355-3186）」にお願いします。 
また、取材申込については、別紙の取材連絡票にて各説明会開催日の３日前までにお

願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．令和７年５月 21 日（水） 午前 10 時～ 人吉労働基準監督署 会議室 
                      （人吉市下薩摩瀬町 1602-1） 
 
２．令和７年５月 21 日（水） 午前 10 時～ 菊池市中央公民館 大研修室 
                      （菊池市隈府 872-1） 
 
３．令和７年５月 22 日（木） 午後２時～  玉名合同庁舎 ２階共用会議室 
                      （玉名市岩崎 273） 
 
４．令和７年５月 23 日（金） 午前 10 時～ 熊本第２合同庁舎 共用第一会議室 
                      （熊本市中央区大江 3-1-53 4 階） 
 
５．令和７年５月 23 日（金） 午後２時～  同上 
 
６．令和７年５月 23 日（金） 午後１時半～ 天草労働基準監督署 ２階会議室 
                      （天草市丸尾町 16-48） 
 

７．令和７年６月９日（月）  午前 10 時～ 菊池市中央公民館 大研修室 
（菊池市隈府 872-1） 



別 紙  

熊本労働局 健康安全課あて  

（mail︓kenkouanzenka-kumamotokyoku@mhlw.go.jp ）  

  

熱中症対策の説明会にかかる取材連絡票 

  

（ご記入をお願いします。）  

・報道機関名  

                                                  

・入場予定人数  

                       人  

・取材申込番号 （〇付けをお願いします。） 

１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ７ 

・連絡先担当者氏名・電話番号  

（やむ得ない状況、天候等での予定変更の場合等の連絡のため）  

  

  氏    名                        

電話番号（携帯番号）               
 

mailto:kenkouanzenka-kumamotokyoku@mhlw.go.jp
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